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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第22期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第23期
第１四半期
累計(会計)期間

第22期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ６月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
 　 ６月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (千円) 22,247 29,078 284,346

経常損失 (千円) 81,344 63,949 209,175

四半期(当期)純損失 (千円) 82,036 64,559 237,795

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─

資本金 (千円) ─ 805,068 805,068

発行済株式総数 (株) ─ 65,283 65,283

純資産額 (千円) 95,894 46,235 110,440

総資産額 (千円) 344,092 256,165 316,074

１株当たり純資産額 (円) 2,522.81 695.39 1,684.31

１株当たり四半期
(当期)純損失金額

(円) 2,158.23 988.92 4,998.33

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 27.9 17.7 34.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 140,841 41,094△122,997

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,909 △307 146,959

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △105,213 ─ 7,652

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 55,276 87,154 46,367

従業員数 (名) 37 40 38

(注) １　第22期第１四半期連結累計(会計)期間は四半期連結財務諸表を作成しているため、第22期第１四半期累計(会

計)期間に代えて第22期第１四半期連結累計(会計)期間について記載しております。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　第22期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については新株引受権の残

高がありますが、１株当たり四半期純損失が計上されているため、記載しておりません。

５　第23期第１四半期累計(会計)期間及び第22期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、新

株引受権及び新株予約権の残高がありますが、１株当たり四半期(当期)純損失が計上されているため、記載し

ておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容について重要な変更はありませ

ん。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 40

(注)  従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期会計期間における生産実績は、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

業務・システム最適化ソリューション事業 88,780 ─

合計 88,780 ─

(注) １  金額は、当期総製造費用であります。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３  前第１四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は行っておりませ

ん。

　

(2) 受注実績

当第１四半期会計期間における受注実績は、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

業務・システム最適化ソリュー
ション事業

132,122 ─ 303,436 ─

合計 132,122 ─ 303,436 ─

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２  前第１四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は行っておりませ

ん。

　

(3) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績は、次のとおりであります。

　

事業部門の名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

業務・システム最適化ソリューション事業 29,078 ─

合計 29,078 ─

(注) １  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
　

相手先

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社エム・アイ・ケー ─ ─ 9,829 33.8

文部科学省 ─ ─ 6,600 22.7

独立行政法人都市再生機構 ─ ─ 4,017 13.8

総務省 ─ ─ 3,498 12.0

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３  前第１四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は行っておりませ
ん。
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２ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

（1）第１四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

（2）当社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他当社の経営に重要な影響を及ぼす事象

　当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　これは、前事業年度に引き続き、当第１四半期会計期間においても営業損失を計上していることによ

るものであります。「継続企業の前提に関する事項」に記載しておりますとおり、当該状況の解消を図

るべく対応策を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する不確実性が認められ

ます。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日において当社が判断したものであります。

　なお、前第１四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較・分析は

行っておりません。 

１. 提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

等

（1）経営成績の分析

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、政府による緊急経済対策の効果などから、一部で回復

の兆しが見られるものの、依然としてデフレ進行や深刻な雇用情勢などへの不安が残り、景気の回復は

力強さを欠いたまま推移いたしました。

　当業界におきましては、中央省庁、自治体、独立行政法人などにおいて、「ITは社会における改革や価

値創造のエンジン」としての期待があることから、「業務・システム最適化ソリューション事業」に

は底堅い需要がありますが、不透明感が続く経済環境の下で、公共部門・民間企業の情報化投資抑制傾

向が継続しており、経営環境は依然として厳しいものとなりました。

　ただ、IT業界は変革期にあり、それを象徴する「クラウドコンピューティング」に対しては、官民それ

ぞれの取り組みが、今後、急速に高まると考えます。

　このような状況のもと、当社は、早期に東京・関西の２拠点体制を敷き、人員の確保も図りました。

サービスメニューの拡充と事業の拡大を図り、公共分野・民間分野共に受注・販売活動を積極的に推

進いたしました。

　しかしながら、当第１四半期会計期間は、前事業年度に引き続き、中央省庁、自治体、独立行政法人など

からの受注において、従来は競合他社と認識していなかった民間分野のコンサルティング企業の公共

分野への進出による競争の激化と、最低価格入札制度運用の拡大に伴い、当初受注を見込んでいた案件

の失注や、見込み額を下回る額の案件が増加いたしました。また、一部案件が第２四半期会計期間以降

にずれ込みました。

　この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高29百万円、営業損失59百万円となりました。また、営

業外費用として支払利息を４百万円計上したことなどにより、経常損失は63百万円となり、四半期純損

失は64百万円となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（2）財政状態の分析
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（資産）

　当第１四半期会計期間末の資産の部は、256百万円（前事業年度末比59百万円減少）となりました。

　これは主に、現金及び預金が40百万円、仕掛品が68百万円それぞれ増加したものの、売掛金が166百万円

減少したことによるものです。

　（負債）

　当第１四半期会計期間末の負債の部は、209百万円（前事業年度末比４百万円増加）となりました。

　これは主に、未払金が11百万円減少したものの、未払費用が19百万円増加したことによるものでありま

す。

　（純資産）

　当第１四半期会計期間末の純資産合計は、46百万円（前事業年度末比64百万円減少）となりました。

　これは主に、四半期純損失64百万円の計上に伴う利益剰余金の減少によるものであります。

　
（3）キャッシュ・フローの分析

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、87百万円となり

ました。

　当第１四半期会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は、41百万円となりました。これは主に、税引

前四半期純損失が63百万円となり、たな卸資産も68百万円増加したものの、売上債権が166百万円減少し

たことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における投資活動による資金の減少は、０百万円となりました。これは、保険積立

金の積立による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における財務活動による資金の増減はありません。
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２．事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は

改善するための対応策

「事業等のリスク」において重要な事象等が存在する旨を記載しております。これは主に、原価低減や

経費削減等に努めたものの、売上高の計画未達により営業費用を吸収できず、前事業年度に引き続き営業

損失となったことによるものです。

　当該状況を解消すべく、営業方針の抜本的な見直しを行い、サービスメニューの拡充と業務・システム

最適化サービスの更なる拡充を図ってまいります。

　収益面については、従来の中央省庁、自治体、独立行政法人など向けのコンサルティング案件の受注拡大

に注力していくと同時に、民間企業へのコンサルティング業務の進出を一段と加速していきたいと考え

ております。

　また、コンサルティング業務とシナジー効果の見込める新規事業にも積極的に進出していく計画を立て

ており、具体的には、仮想基盤構築事業、システム開発、IT関連の物販、技術者の派遣業務、アウトソーシン

グ事業などがあります。民間のコンサルティング業務では、「IT顧問」業務を開始し、実績もあがってき

ております。

　さらには、中央省庁より、「自治体クラウド開発実証事業のPMO」を受託しており、この分野を重要な戦

略分野として注力してまいります。

　コスト面では、役職員の報酬、給与のさらなる減額および契約上の経費などを含む経費の削減など、より

一層の企業のスリム化を行い、安定的な黒字体質への転換を図ってまいります。

　財務面においては、当社の主要顧客の公共機関に対する売掛金の現金化が翌年度の４月に集中する傾向

がありますが、これを早期に回収する努力を継続することと、借入れ及び第三者割当増資等による資金調

達を行うことによって、今後も引き続き安定した財務体質への転換を図ってまいります。

　しかし、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 130,000

計 130,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 65,283 65,283
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株制度を
採用しておりません。

計 65,283 65,283 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

以下の新株予約権は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成

13年法律第129号。以下、「商法等改正整備法」という。）第19条第１項の規定により新株予約権とみなさ

れる新株引受権であり、商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）により改正される以前の

商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議により発行された新株引受権であります。
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①　平成13年９月26日臨時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況

　

　
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数（個） ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 400 (注)４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり67,500 (注)５、６

新株予約権の行使期間
平成15年10月１日から
平成22年８月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　67,500
資本組入額　　　33,750

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株引受権の目的となる株式の数の調整について

株式の分割又は併合をするときは、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数を調整し、端数は

切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率

２　新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について

時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。また、発行価額は、株式分割及び株式併合の場合にも適宜調整する。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

３　主な新株引受権の行使条件について

　Ａ　権利行使時に従業員であることを要する。取締役、監査役に関しては本新株引受権の行使期間満了時ま　　でに

取締役、監査役の地位を失った後も権利行使することができる。(ただし、「新株引受権付与契約書」の本新

株引受権の喪失の条件を満たしている場合を除く)

　Ｂ　権利を付与された者が死亡した場合は、権利付与契約に定める条件により、相続人が権利を行使することがで

きる。

　Ｃ　新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

　Ｄ　上記のほか細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定めるとこ

ろによる。

４　新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から権利放棄、退職等により権利を喪

失した株数を控除した数であります。

５  平成16年12月３日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年２月18日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は135,000円に調整されております。

６  平成17年12月５日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月17日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は67,500円に調整されております。
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②　平成14年３月29日定時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況

　

　
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数（個） ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 48 (注)４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり67,500 (注)５、６

新株予約権の行使期間
平成16年４月１日から
平成23年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　67,500
資本組入額　　　33,750

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株引受権の目的となる株式の数の調整について

株式の分割又は併合をするときは、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数を調整し、端数は

切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率

２　新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について

時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。また、発行価額は、株式分割及び株式併合の場合にも適宜調整する。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

３　主な新株引受権の行使条件について

　Ａ　権利行使時に当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。

　Ｂ　権利を付与された者が死亡した場合は、権利付与契約に定める条件により、相続人が権利を行使することがで

きる。

　Ｃ　新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

　Ｄ　上記のほか細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定めるとこ

ろによる。

４　新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から権利放棄、退職等により権利を喪

失した株数を控除した数であります。

５  平成16年12月３日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成17年２月18日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は135,000円に調整されております。

６  平成17年12月５日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月17日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより発行価格は67,500円に調整されております。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年11月20日臨時株主総会において特別決議された新株予約権

　

　
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数（個） 1,910 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,910 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり3,563 (注)２

新株予約権の行使期間
平成23年12月26日から
平成26年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　3,563
資本組入額　　　1,782

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時に
おいても、当社の取締役若しくは従業員の地位にある
ことを要する。
　その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受け
たものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で
定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

(注) １　新株予約権１個当たり目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整

し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　調整後付与株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率

２　新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結

果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行(処分)株式数

３  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前

において残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

　　(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数　

   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。　

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とする。　

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数　

   組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 　

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額　

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成

の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権

の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

    (5)新株予約権を行使することができる期間　
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表中「新株予約権の行使期間」に定める募集本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織

再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予

約権を行使することができる期間の満了日までとする。

    (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項　

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    (7)譲渡による新株予約権の取得の制限　

　 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項　

　 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件　

　 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年６月30日 ─ 65,283 ─ 805,068 ─ 74,998

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ― ─

完全議決権株式(自己株式等) ─ ― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式　65,283 65,283 ─

単元未満株式 ─ ― ─

発行済株式総数 65,283 ― ―

総株主の議決権 ― 65,283 ―
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② 【自己株式等】

平成22年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 ― ─ ─ ─ ─

　
２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 25,00021,64013,220

最低(円) 4,78010,4009,050

(注)  株価は、東京証券取引所市場（マザーズ）におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づい

て作成しております。

(2) 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

(3) 前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計

期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１

四半期会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期累計期間(平成21年４

月１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期損益計算書並びに前第１四半期累計期間(平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第１四半期連結会

計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１

日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結損益計算書並びに前第１四半期連結累計期間(平成21年

４月１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日)に係

る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当

第１四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、監査

法人和宏事務所により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、平成21年10月１日付で連結子会社を吸収合併し、連結子会社が存在しなくなったため、前第３四

半期会計期間より連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 87,154 46,367

売掛金 27,151 194,093

仕掛品 72,851 4,594

その他 6,368 7,875

流動資産合計 193,525 252,930

固定資産

有形固定資産 ※
 15,863

※
 16,566

無形固定資産 1,107 1,178

投資その他の資産

差入保証金 27,221 27,221

その他 18,447 18,177

投資その他の資産合計 45,668 45,398

固定資産合計 62,640 63,143

資産合計 256,165 316,074

負債の部

流動負債

買掛金 4,740 －

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 121,941 133,393

未払費用 58,031 38,448

未払法人税等 1,213 3,998

その他 4,002 9,793

流動負債合計 209,930 205,634

負債合計 209,930 205,634

純資産の部

株主資本

資本金 805,068 805,068

資本剰余金 74,998 74,998

利益剰余金 △834,668 △770,109

株主資本合計 45,397 109,956

新株予約権 838 483

純資産合計 46,235 110,440

負債純資産合計 256,165 316,074
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(2)【四半期損益計算書】
【当第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 29,078

売上原価 25,491

売上総利益 3,586

販売費及び一般管理費 ※
 63,392

営業損失（△） △59,806

営業外収益

雑収入 47

営業外収益合計 47

営業外費用

支払利息 4,064

社債利息 36

その他 90

営業外費用合計 4,191

経常損失（△） △63,949

税引前四半期純損失（△） △63,949

法人税、住民税及び事業税 610

法人税等合計 610

四半期純損失（△） △64,559
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【前第１四半期連結累計期間】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 22,247

売上原価 21,767

売上総利益 479

販売費及び一般管理費 ※
 76,802

営業損失（△） △76,322

営業外費用

支払利息 4,855

その他 166

営業外費用合計 5,022

経常損失（△） △81,344

税金等調整前四半期純損失（△） △81,344

法人税、住民税及び事業税 691

法人税等合計 691

四半期純損失（△） △82,036
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
【当第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △63,949

減価償却費 773

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,115

支払利息 4,064

売上債権の増減額（△は増加） 166,941

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,256

その他 10,076

小計 43,534

法人税等の支払額 △2,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の積立による支出 △307

投資活動によるキャッシュ・フロー △307

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,786

現金及び現金同等物の期首残高 46,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 87,154
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【前第１四半期連結累計期間】
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △81,344

減価償却費 933

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,508

支払利息 4,855

売上債権の増減額（△は増加） 274,817

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,297

未収入金の増減額（△は増加） 2,455

前払費用の増減額（△は増加） 176

未払金の増減額（△は減少） △27,482

未払費用の増減額（△は減少） 28,059

未払又は未収消費税等の増減額 △8,703

その他 974

小計 145,935

利息の支払額 △743

法人税等の支払額 △4,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 140,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △880

差入保証金の回収による収入 140

差入保証金の差入による支出 △300

保険積立金の積立による支出 △568

その他 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △105,213

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,719

現金及び現金同等物の期首残高 21,556

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 55,276
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

当社は、前事業年度に引き続き、当第１四半期会計期間においても59,806千円の営業損失を計上してお

ります。

　当社は、当該状況を解消すべく、営業方針の抜本的な見直しを行い、サービスメニューの拡充と業務・シ

ステム最適化サービスの更なる拡充を図ってまいります。

　収益面については、従来の中央省庁、自治体、独立行政法人など向けのコンサルティング案件の受注拡大

に注力していくと同時に、民間企業へのコンサルティング業務の進出を一段と加速していきたいと考え

ております。

　また、コンサルティング業務とシナジー効果の見込める新規事業にも積極的に進出していく計画を立て

ており、具体的には、仮想基盤構築事業、システム開発、IT関連の物販、技術者の派遣業務、アウトソーシン

グ事業などがあります。民間のコンサルティング業務では、「IT顧問」業務を開始し、実績もあがってき

ております。

　さらには、中央省庁より、「自治体クラウド開発実証事業のPMO」を受託しており、この分野を重要な戦

略分野として注力してまいります。

　コスト面では、役職員の報酬、給与のさらなる減額および契約上の経費などを含む経費の削減など、より

一層の企業のスリム化を行い、安定的な黒字体質への転換を図ってまいります。

　財務面においては、当社の主要顧客の公共機関に対する売掛金の現金化が翌年度の４月に集中する傾向

がありますが、これを早期に回収する努力を継続することと、借入れ及び第三者割当増資等による資金調

達を行うことによって、今後も引き続き安定した財務体質への転換を図ってまいります。

　しかし、これらの対応策を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。

　なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。

　

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
 当第１四半期会計期間

               (自　平成22年４月１日　　
　　　　　　　  至　平成22年６月30日) 

会計処理基準に関する事項の変更 (資産除去債務に関する会計基準等の適用)

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会
計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及
び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用
しております。なお、これによる損益への影響はありま
せん。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　　26,948千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額　　　26,246千円

　

(四半期損益計算書関係)

　前第１四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期財務諸表を作成して

おりません。このため、前第１四半期連結累計期間における(四半期連結損益計算書関係)注記を記載してお

ります。

　

当第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 25,027千円

 

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 29,655千円

 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　前第１四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期財務諸表を作成して

おりません。このため、前第１四半期連結累計期間における(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)注

記を記載しております。

　

当第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 87,154千円

現金及び現金同等物 87,154千円

 

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 55,276千円

現金及び現金同等物 55,276千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平

成22年６月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 65,283

　

２  新株予約権等の四半期会計期間末残高

ストック・オプションとしての新株予約権

当第１四半期会計期間末残高
(千円)

838

　

３  株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前事業年度末残高 805,068 74,998 △770,109 109,956

当第１四半期会計期間末までの
変動額

　 　 　 　

　四半期純損失 ─ ─ △64,559 △64,559

当第１四半期会計期間末までの
変動額合計

─ ─ △64,559 △64,559

当第１四半期会計期間末残高 805,068 74,998 △834,668 45,397

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　

(持分法損益等)

関連会社がないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　354千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

当社は、業務・システム最適化ソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

　

(追加情報)

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21

年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  

平成20年３月21日)を適用しております。

　

前第１四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結累計期

間におけるセグメント情報を以下に記載しております。

　

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

当社及び連結子会社の事業は、業務・システム最適化ソリューション事業の単一事業でありますので、事

業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 695.39円
　

　 　

　 1,684.31円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 46,235 110,440

普通株式に係る純資産額(千円) 45,397 109,956

差額の主な内訳(千円) 　 　

  新株予約権 838 483

普通株式の発行済株式数(株) 65,283 65,283

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 65,283 65,283

　

２  １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期累計期間については、四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期財務諸表を作成して

おりません。このため、前第１四半期連結累計期間における１株当たり四半期純損失を記載しております。

　

当第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 988.92円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新
株引受権及び新株予約権の残高がありますが、１株当たり四半
期純損失が計上されているため、記載しておりません。

　

(注)  １株当たり四半期純損失金額

項目
当第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) 64,559

普通株式に係る四半期純損失(千円) 64,559

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 65,283

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式について前
事業年度末から重要な変動がある場合の概要

─

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 2,158.23円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株
引受権の残高がありますが、１株当たり四半期純損失が計上さ
れているため、記載しておりません。

　

(注)  １株当たり四半期純損失金額
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項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 82,036

普通株式に係る四半期純損失(千円) 82,036

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 38,011

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

─

　

　

　

２ 【その他】

重要な訴訟事件等

当社は、平成20年12月４日付で、株式会社オーパス・ワンから平成17年12月24日に締結したとする業務

委託契約に基づく業務委託料の支払いを求めて損害賠償請求34,650千円の訴訟を提起されました。これ

について、平成22年６月25日に東京地方裁判所より株式会社オーパス・ワンの請求を棄却するとの判決

が下されました。

　これに対し、株式会社オーパス・ワンより同判決に対する控訴がなされております。当社といたしまし

ては、今後も引き続き正当性を主張していく所存であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月10日

株式会社デュオシステムズ

取　締　役　会  御中

監 査 法 人 和 宏 事 務 所  

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    髙    木    快    雄    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    大    嶋      豊　　    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社デュオシステムズの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計

期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デュオシステムズ及び連結子会社の

平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度に引き続き、当第１四半期連

結会計期間においても営業損失の状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策

及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていな

い。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月11日

株式会社デュオシステムズ

取 締 役 会  御中

監 査 法 人 和 宏 事 務 所

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    髙    木    快    雄    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    大    嶋       豊       印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社デュオシステムズの平成22年４月1日から平成23年３月31日までの第23期事業年度の第１四半期会計期

間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デュオシステムズの平成22年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度に引き続き、当第１四半期会計期

間においても営業損失の状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、

現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な

不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていない。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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